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社
会
民
衆
党
の
第
一
年

中

寸ホ

勝

範

一
、
序

　
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
年
）
十
二
月
五
日
に
創
立
さ
れ
た
社
会
民
衆
党
は
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
十
二
月
五
日
ま
で
に
一
つ
の
連
合
会
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

三
十
七
の
支
部
を
結
成
し
た
。
こ
れ
は
、
ほ
ぽ
同
じ
こ
ろ
政
党
を
結
成
し
、
昭
和
二
年
十
一
月
下
旬
に
第
二
回
党
大
会
を
開
催
し
た
日
本
労
農
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
大
会
で
発
表
し
た
支
部
連
合
会
十
一
、
支
部
数
七
七
、
支
部
準
備
数
二
十
七
と
い
う
数
字
か
ら
見
て
、
見
劣
り
の
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
ま
た

昭
和
二
年
秋
に
行
わ
れ
た
地
方
選
挙
（
府
県
会
議
員
選
挙
）
の
結
果
を
、
他
の
無
産
政
党
と
比
較
し
て
見
て
も
劣
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
の
劣

勢
は
社
会
民
衆
党
が
悠
長
に
構
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
潜
在
勢
力
は
無
産
政
党
中
で
決
し
て
劣
る
も
の
で
は
な
か
つ
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
次
の
二
点
か
ら
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
無
産
各
政
党
は
そ
れ
ぞ
れ
の
支
持
団
体
を
有
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
、
例
え
ば
労
働
組
合
と
い
う
支
持
団
体
で
見
る
と
社
会
民
衆
党
支
持
の
労
働
組
合
勢
力
は
抜
群
で
あ
つ
た
。
第
二
に
は
昭
和
二
年
初
頭
に
、
各

無
産
政
党
は
衆
議
院
解
散
、
総
選
挙
を
予
想
し
て
そ
の
対
策
を
発
表
し
た
が
、
社
会
民
衆
党
が
発
表
し
た
当
選
確
実
選
挙
区
と
立
候
補
予
定
者
数

　
　
　
社
会
民
衆
党
の
第
一
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
（
一
二
〇
七
）



　
　
　
社
会
民
衆
党
の
第
一
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
（
輔
二
〇
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
他
の
無
産
政
党
の
そ
れ
ら
の
も
の
よ
り
多
か
つ
た
。
さ
ら
に
関
連
し
て
安
部
磯
雄
、
片
山
哲
、
鈴
木
文
治
、
島
中
雄
三
、
馬
場
恒
吾
と
い
つ
た

党
首
脳
部
は
．
日
本
国
民
の
間
に
お
い
て
も
か
な
り
名
が
通
つ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
他
の
無
産
政
党
よ
り
有
利
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
民
衆
党
は
、
い
く
つ
か
の
有
力
な
要
素
を
備
え
な
が
ら
組
織
活
動
で
は
必
ず
し
も
活
澄
で
は
な
か
つ

た
。
社
会
主
義
陣
営
に
お
い
て
後
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
「
顔
」
の
右
派
、
「
行
動
」
の
左
派
と
い
つ
た
特
徴
は
、
無
産
政
党
の
結
成
と
同

時
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
顔
の
右
派
社
会
民
衆
党
は
ま
た
総
同
盟
を
中
心
と
す
る
労
働
組
合
の
支
持
を
受
け
て
、
悠
長
に
構
え
て
い
た
が
、
そ

れ
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
組
織
化
は
遅
れ
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
面
が
昭
和
二
年
秋
の
地
方
選
挙
で
、
か
ん
ば
し
く
な
い
結
果
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
た
．

社
会
民
衆
党
が
、
自
己
の
行
動
の
悠
長
さ
に
気
づ
き
、
反
省
し
た
の
は
こ
の
地
方
選
挙
後
で
あ
る
。
地
方
選
挙
は
九
月
二
十
日
か
ら
十
月
十
日
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

で
行
わ
れ
た
。
社
会
民
衆
党
の
立
候
補
者
が
少
い
点
も
あ
つ
た
が
、
成
績
は
無
産
政
党
中
最
低
で
あ
つ
た
。
十
月
十
九
日
、
社
会
民
衆
党
は
芝
協

調
会
館
に
お
い
て
地
方
議
会
対
策
協
議
会
を
開
催
し
た
。
そ
こ
で
決
定
さ
れ
た
項
目
の
中
に
は
「
フ
ェ
ア
・
プ
レ
ー
は
非
戦
闘
的
で
あ
る
が
故
に

他
の
無
産
党
の
排
撃
を
主
張
す
る
こ
と
」
と
い
う
一
項
が
あ
つ
た
。
フ
ェ
ア
・
プ
レ
ー
は
党
首
安
部
磯
雄
の
常
々
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

つ
た
。
安
部
は
党
創
立
の
時
の
挨
拶
で
も
、
七
歩
の
吟
を
引
用
し
て
、
他
の
無
産
政
党
を
非
難
は
も
と
よ
り
、
排
撃
、
批
判
も
さ
し
控
え
る
よ
う

に
と
注
意
し
た
ほ
ど
で
あ
つ
た
．
こ
の
温
厚
な
態
度
が
、
党
の
組
織
化
を
遅
滞
さ
せ
、
ひ
い
て
は
地
方
選
挙
で
の
不
成
績
を
招
く
こ
と
に
な
つ
た

の
で
あ
る
。
温
厚
は
結
構
で
あ
り
、
紳
士
的
で
あ
る
こ
と
は
立
派
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
原
因
で
選
挙
に
敗
北
し
た
の
で
は
党
の
存
立
を
根
底
か
ら

危
う
く
す
る
。
昭
和
二
年
度
は
社
会
民
衆
党
に
と
つ
て
ス
タ
ー
ト
し
て
二
年
目
の
年
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
一
年
目
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
り
が
な

か
つ
た
。
そ
の
ス
タ
ー
ト
・
ダ
ッ
シ
ュ
の
瞬
間
に
、
党
の
戦
術
に
つ
い
て
反
省
し
た
年
で
あ
つ
た
。
本
稿
の
記
述
は
、
そ
の
反
省
の
前
ま
で
の
社

会
民
衆
党
の
諸
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
『
社
会
民
衆
党
五
ケ
年
闘
争
史
』
（
昭
和
七
年
一
月
　
社
会
民
衆
党
書
記
局
）
附
録
十
四
－
六
頁
に
よ
れ
ば
、

で
あ
つ
た
が
、
支
部
は
北
海
道
（
四
）
、
岩
手
（
一
）
、
秋
田
（
一
）
、
宮
城
（
二
）
、
埼
玉
（
一
）
、
千
葉
（
一
）
、

昭
和
二
年
度
末
ま
で
に
連
合
会
の
結
成
を
み
た
の
は
東
京
府
の
み

東
京
（
五
）
、
神
奈
川
（
三
）
、
富
山
（
一
）
、
長
野
（
二
）
、
岐
阜



　
（
一
）
、
滋
賀
（
一
）
、
京
都
（
一
）
、
大
阪
（
六
）
、
兵
庫
（
三
）
、
広
島
（
一
）
、
徳
島
（
一
）
、
高
知
（
一
）
、
熊
本
（
一
）
の
各
地
で
結
成
さ
れ
た
（
括
弧
内
は
支
部
数
）
。

（
2
）
　
河
野
密
・
赤
松
克
麿
・
労
農
党
書
記
局
著
『
日
本
無
産
政
党
史
』
（
昭
和
六
年
一
月
　
白
揚
社
）
五
二
頁
．

（
3
）
社
会
局
編
『
昭
和
二
年
労
働
運
動
年
報
』
（
＝
二
ー
四
五
頁
）
に
よ
り
「
労
働
組
合
の
思
想
的
分
布
状
況
」
を
紹
介
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

組合員数名合組思想傾向

70，000

10，000

41，469

4，000

10．000

日本海員組合

海員協会

海軍労働組合連盟

純向上会

その他

最右翼

135．000

30，466

13，023

6．000

t日本労働総同盟

官業労働総同盟

その他

右翼
50．000

15，028

5，000

7，493

2，001

2，157

日本労働組合同盟

東京市電自治会現実同盟

日本労働組合総連合

日本窯業労働総同盟

日本司厨同盟

　
　
伽

派間
　
3
3

中

20，727

2，000

13，668

3．OOO

日本労働組合評議会

東京市従業員組合

日本交通労働総連盟

その他

左翼
　39．OOO

2，857全国労働組合自由連合会サンシカ
リズム

右
の
表
の
中
、
社
会
民
衆
党
は
日
本
労
働
総
同
盟
、
官
業
労
働
総
同
盟
が
中
心
に
な
つ
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
海
員
組
合
、
海
員
協
会
も
支
持
が
ほ
ぽ
約
束
さ
れ
て
ス

　
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
日
本
労
働
組
合
同
盟
を
主
体
と
す
る
日
本
労
農
党
や
、
日
本
労
働
組
合
評
議
会
を
主
体
と
す
る
労
働
農
民
党
と
比
較
す
る
と
、
は
る
か
に
強
大

な
組
織
で
あ
つ
た
。

（
4
）
社
会
民
衆
党
は
昭
和
二
年
一
月
十
三
日
に
中
央
執
行
委
員
並
び
に
在
京
中
央
委
員
の
連
合
会
を
開
き
第
一
回
総
選
挙
対
策
の
協
議
を
し
た
。
そ
こ
で
社
会
民
衆
党
の
候
補
者
が

当
選
確
実
な
地
盤
と
し
て
、
東
京
府
の
第
二
区
、
第
四
区
、
第
五
区
、
第
六
区
、
神
奈
川
県
第
二
区
、
千
葉
県
第
一
区
、
大
阪
府
第
一
区
、
第
三
区
、
第
四
区
、
兵
庫
県
第
二
区
、

奈
良
県
（
全
県
一
区
）
、
福
岡
県
第
四
区
、
和
歌
山
県
第
三
区
の
十
三
区
が
あ
げ
ら
れ
た
。
ま
た
立
候
補
者
と
し
て
は
安
部
磯
雄
（
東
京
第
二
区
）
、
片
山
哲
（
東
京
第
四
区
）
、
鈴

木
文
治
（
神
奈
川
県
第
二
区
）
、
島
中
雄
三
、
馬
場
恒
吾
、
古
野
周
蔵
、
河
井
栄
蔵
、
松
永
義
雄
、
宮
崎
龍
介
の
九
名
の
推
薦
が
決
定
さ
れ
た
。
同
じ
頃
、
日
本
農
民
党
は
新
潟
県

第
一
区
．
山
梨
県
、
福
岡
県
第
一
区
、
北
海
道
第
二
区
の
四
選
挙
区
を
あ
げ
、
候
補
者
と
し
て
は
北
沢
新
次
郎
（
山
梨
）
、
須
貝
快
天
（
新
潟
）
、
阿
部
乙
吉
（
福
岡
）
の
三
名
が
あ

げ
ら
れ
た
。
ま
た
労
働
農
民
党
は
奈
良
県
、
新
潟
県
第
二
区
、
三
重
県
第
二
区
、
香
川
県
第
一
区
、
第
二
区
の
五
選
挙
区
と
大
山
郁
夫
、
杉
山
元
治
郎
、
布
施
辰
治
、
上
村
進
の
四

名
が
あ
げ
ら
れ
た
。
日
本
労
農
党
は
山
形
県
第
二
区
、
栃
木
県
第
一
区
、
大
阪
府
第
五
区
、
兵
庫
県
第
三
区
の
四
選
挙
区
と
山
崎
今
朝
弥
、
麻
生
久
の
名
が
あ
が
つ
た
程
度
で
あ
つ

社
会
民
衆
党
の
第
一
年

三
　
　
（
一
二
〇
九
）



社
会
民
衆
党
の
第
一
年

た
（
社
会
民
衆
新
聞

（
5
）労

働
農
民
党

日
本
労
農
党

社
会
民
衆
党

日
本
農
民
党

第
十
六
号
　
昭
和
二
年
一
月
二
十
日
）
．

立
候
補
者
数
　
　
　
　
当
選
者
数

　
　
一
〇
五
　
　
　
　
　
一
三

　
　
三
三
　
　
　
　
　
　
　
三

　
　
三
〇
　
　
　
　
　
　
三

　
　
二
六
　
　
　
　
　
　
四

（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
編
『
日
本
労
働
年
鑑
』
昭
和
三
年
度

　
得
票
数

一
四
、
○
八
四

三
七
、
八
五
〇

三
七
、
七
八
〇

三
七
、
六
三
四

　
　
　
三
〇
三
頁
）

四
（
＝
二
〇
）

二
、
若
槻
内
閣
の
妥
協
政
治
批
判

　
大
正
十
五
年
一
月
三
十
日
か
ら
昭
和
二
年
四
月
二
十
日
ま
で
、
憲
政
会
の
若
槻
礼
次
郎
が
政
権
を
担
当
し
て
い
た
。
大
正
十
五
年
の
後
半
に
は
、

政
友
会
と
政
友
本
党
は
朴
烈
間
題
と
松
島
遊
郭
事
件
を
あ
げ
て
若
槻
内
閣
を
倒
そ
う
と
し
て
い
た
が
、
大
正
天
皇
の
崩
御
に
よ
つ
て
政
争
は
一
時

休
止
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
政
局
の
不
安
は
す
で
に
お
お
う
べ
く
も
な
か
つ
た
。
社
会
民
衆
党
も
「
た
だ
な
ら
ぬ
不
安
に
包
ま
れ
た
現
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
政
局
は
、
次
第
に
解
散
の
空
気
を
濃
厚
な
ら
し
め
つ
つ
あ
る
」
と
総
選
挙
が
近
い
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
。
普
通
選
挙
法
は
す
で
に
大
正
十
四

年
（
一
九
二
五
年
）
五
月
五
日
に
公
布
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
こ
で
衆
議
院
の
解
散
が
あ
れ
ぽ
、
初
の
普
選
法
に
よ
る
総
選
挙
と
な
る
わ
け
で
あ

る
。
無
産
政
党
は
普
通
選
挙
法
に
よ
つ
て
初
の
議
会
進
出
を
夢
み
て
勇
躍
し
て
い
た
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
社
会
民
衆
党
は
、
昭
和
二
年
一
月

十
三
日
に
第
一
回
総
選
挙
対
策
協
議
会
を
開
い
て
い
た
。

　
昭
和
二
年
一
月
十
八
日
に
第
五
十
二
議
会
が
再
開
さ
れ
、
二
十
日
に
は
政
友
会
と
政
友
本
党
は
朴
烈
、
松
島
遊
郭
両
事
件
を
も
つ
て
内
閣
不
信

任
案
を
衆
議
院
に
提
出
し
た
。
議
会
の
解
散
は
必
至
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
若
槻
首
相
は
議
会
に
三
日
間
の
停
会
を
命
じ
、
直
ち
に
政
友

会
総
裁
田
中
義
一
、
政
友
本
党
総
裁
床
次
竹
二
郎
と
、
三
党
首
会
談
を
行
い
、
「
新
帝
、
新
政
の
初
め
に
当
り
お
互
に
政
治
の
公
明
を
望
む
を
も

つ
て
、
今
後
は
各
自
党
員
を
厳
に
戒
飾
し
て
言
論
を
慎
み
、
益
々
国
民
の
議
会
に
対
す
る
信
頼
を
厚
く
す
る
こ
と
に
努
む
べ
し
」
と
の
申
し
合
わ



せ
を
行
つ
た
．
若
槻
は
新
政
の
は
じ
め
に
、
予
算
が
不
成
立
に
な
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
か
ら
だ
と
い
x
、
政
友
会
と
政
友
本
党
と
は
、
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

後
に
若
槻
内
閣
は
退
陣
す
る
も
の
と
期
待
し
て
、
不
信
任
案
を
撤
回
し
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
若
槻
、
田
中
、
床
次
三
党
首
の
会
談
は
、
「
一
時
間
に
満
た
ざ
る
密
室
の
会
見
」
で
あ
り
、
田
中
、
床
次
両
総
裁
が
さ
き
の
申
し
合
わ
せ
を
自

党
の
代
議
士
会
に
も
た
ら
す
と
、
「
党
員
は
歓
呼
し
て
こ
れ
を
迎
え
、
弾
劾
案
は
直
ち
に
こ
れ
を
撤
回
す
る
こ
と
と
な
り
、
停
会
後
の
議
会
は
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

風
馳
蕩
、
政
府
及
び
両
院
議
員
は
挙
げ
て
昼
寝
の
夢
を
む
さ
ぽ
つ
て
い
る
」
と
い
う
有
様
で
あ
つ
た
。
野
党
は
右
手
に
お
い
て
政
府
の
頬
を
殴
打

し
（
内
閣
不
信
任
案
）
、
左
手
で
は
握
手
（
申
し
合
わ
せ
）
と
い
う
矛
盾
が
同
時
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
堕
落
議
会
」
の
存
在
こ
そ

昭
和
の
新
政
に
お
い
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
社
会
民
衆
党
は
一
月
二
十
四
日
緊
急
中
央
執
行
委
員
会
を
開
き
、
次
の
決
議
を

な
し
た
。

　
　
　
　
決
　
　
議

　
　
吾
等
は
過
般
既
成
政
党
の
三
党
首
に
よ
り
な
さ
れ
た
る
議
会
の
解
散
回
避
を
以
て
国
民
監
視
の
下
に
、
陰
謀
に
よ
り
天
下
の
公
器
を
私
し
た
る
政
治
的
罪
悪
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
り
と
認
む
、
吾
等
は
昭
和
新
政
の
初
頭
に
当
り
、
か
く
の
如
き
不
公
明
な
る
欺
購
政
治
の
行
わ
れ
た
る
こ
と
を
痛
憤
し
、
こ
れ
が
責
任
者
た
る
現
両
院
を
弾
劾
す

　
右
決
議
の
趣
旨
に
し
た
が
い
、
左
の
三
大
ス
・
ー
ガ
ソ
を
決
定
し
、
全
国
的
運
動
を
起
す
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
の
ス
・
ー
ガ
ン
は
、
「
陰
謀
政

治
の
撃
破
」
「
堕
落
議
会
の
弾
劾
」
「
解
散
断
行
の
要
求
」
で
あ
つ
た
。

　
具
体
的
な
運
動
と
し
て
は
、
ま
ず
一
月
三
十
日
午
後
六
時
か
ら
芝
公
園
協
調
会
館
に
お
い
て
演
説
会
を
行
う
こ
と
、
つ
い
で
二
月
十
一
日
（
紀

元
節
）
に
芝
公
園
で
民
衆
大
会
を
開
く
こ
と
を
決
定
し
た
。
　
一
月
三
十
日
の
協
調
会
館
に
お
け
る
堕
落
議
会
弾
劾
大
演
説
会
は
、
労
働
総
同
盟
の

松
岡
駒
吉
の
司
会
の
下
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
安
部
、
片
山
以
下
九
名
の
弁
士
が
立
ち
、
三
党
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
暗
黒
政
治
が
暴
露
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

三
党
と
貴
族
院
の
結
托
が
痛
撃
さ
れ
、
民
衆
政
治
確
立
の
必
要
が
痛
論
さ
れ
た
。
九
弁
士
の
演
説
の
内
容
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
は
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
、
当
時
の
政
情
と
弁
士
の
演
題
に
よ
つ
て
、
そ
の
内
容
を
推
察
す
る
こ
と
は
で
き
る
．
野
党
に
よ
る
不
信
案
提
出
と
そ
れ
の
撤
回
の
事

　
　
　
社
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民
衆
党
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五
　
（
一
二
＝
）
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六
　
（
一
二
一
二
）

情
は
白
木
正
之
氏
の
手
ぎ
わ
よ
い
解
説
に
従
う
．
「
三
党
首
妥
協
の
真
相
は
、
若
槻
の
優
柔
不
断
な
弱
い
性
格
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
裏
面
で
、

床
次
の
隠
謀
が
動
い
た
か
ら
で
あ
る
。
政
友
会
も
い
ま
解
散
さ
れ
て
は
、
困
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
が
、
と
く
に
政
友
本
党
は
、
憲
政
会
と
政
友
会

か
ら
挾
み
打
ち
さ
れ
て
、
現
有
勢
力
九
十
名
の
代
議
士
中
、
幾
名
が
残
り
得
る
か
疑
問
で
あ
つ
た
。
政
友
本
党
が
朴
烈
間
題
で
政
友
会
と
協
調
し

た
の
は
、
こ
れ
で
脅
か
し
た
ら
、
政
府
が
辞
職
し
、
政
権
が
床
次
に
く
る
と
い
う
甘
い
考
え
に
出
て
い
た
。
そ
れ
が
勢
い
で
不
信
任
案
に
ま
で
発
展

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
議
会
の
解
散
は
政
友
本
党
に
と
つ
て
不
本
意
で
あ
り
、
内
心
極
度
に
解
散
を
恐
れ
て
、
何
と
か
局
面
を
転
回
し
よ
う
と
あ

せ
り
、
貴
族
院
の
研
究
会
を
し
て
若
槻
を
動
か
す
べ
く
策
動
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
研
究
会
が
、
床
次
救
済
に
乗
り
出
し
、
若
槻
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

間
に
、
こ
の
三
党
首
会
談
に
よ
る
妥
協
の
筋
書
き
を
書
い
た
の
で
あ
る
」
、
若
槻
は
こ
れ
ま
で
の
関
係
か
ら
貴
族
院
の
研
究
会
の
申
し
込
み
を
む

げ
に
断
わ
り
き
れ
な
い
事
情
が
あ
り
、
こ
こ
に
妥
協
が
成
立
し
た
の
で
あ
つ
た
．
社
会
民
衆
党
の
側
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
政
治
の
裏
面
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
（
10
）

よ
く
承
知
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
か
れ
ら
の
機
関
紙
の
社
説
の
中
に
お
い
て
も
う
か
が
わ
れ
る
し
、
ま
た
機
関
紙
の
記
事
や
大
演
説
会
に
お

け
る
演
題
か
ら
も
察
知
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
大
演
説
会
で
採
択
さ
れ
た
次
の
決
議
を
見
て
も
暗
黒
政
治
の
舞
台
裏
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

か
知
つ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
決
　
　
議

　
民
衆
を
欺
購
し
、
陰
謀
を
事
と
し
て
堕
落
救
う
べ
か
ら
ざ
る
貴
衆
両
院
を
弾
劾
し
、
民
衆
に
よ
る
公
明
な
る
議
会
政
治
の
確
立
の
た
め
に
普
通
選
挙
の
即
時
断

　
　
　
（
n
）

行
を
期
す

　
社
会
民
衆
党
の
大
演
説
会
も
、
そ
し
て
決
議
も
当
時
の
政
治
の
裏
面
の
醜
悪
を
鋭
く
突
い
て
い
た
が
、
若
槻
首
相
の
計
画
を
寸
分
も
変
更
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
予
算
案
は
二
月
十
日
に
無
修
正
で
衆
院
を
通
過
し
た
．
震
災
手
形
救
済
法
案
、
北
海
道
土
地
処
理
法
案
が
和
気
霜
々

裡
に
審
議
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
社
会
民
衆
党
の
立
場
か
ら
見
る
と
「
泥
棒
法
案
」
で
あ
つ
た
。
貴
族
院
で
は
所
有
地
を
高
価
で
国
家
に
売
付

け
ん
と
す
る
小
作
国
有
案
が
作
成
さ
れ
て
い
た
。
現
在
の
議
会
は
つ
い
に
救
う
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
有
害
無
益
な
存
在
に
化
し
つ
つ
あ
る



　
　
　
　
　
　
（
皿
）

よ
う
に
思
わ
れ
た
．
し
か
し
、
議
会
は
形
骸
化
し
て
い
る
か
ら
と
い
つ
て
、
こ
れ
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
く
、
民
衆
を
代
表
す
る
議
会
に
生
れ
か

わ
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
つ
た
．
そ
の
た
め
に
は
一
刻
も
早
く
議
会
を
解
散
さ
せ
て
、
普
通
選
挙
法
に
よ
る
選
挙
が
必
要
で
あ
る
と
社
会
民
衆

党
は
考
え
た
。

　
予
算
案
が
衆
議
院
本
会
議
を
通
過
し
た
翌
二
月
十
一
日
、
社
会
民
衆
党
は
か
ね
て
よ
り
予
定
し
て
い
た
国
民
大
会
を
芝
公
園
に
お
い
て
開
催
し

た
。
午
後
一
時
、
松
岡
駒
吉
が
開
会
を
宣
言
す
る
と
、
五
千
の
大
衆
は
拍
手
を
も
つ
て
応
え
た
。
座
長
に
松
岡
を
推
し
、
直
ち
に
演
説
に
入
つ

た
。
田
中
小
次
郎
（
総
同
盟
革
工
組
合
）
、
松
永
義
雄
（
党
中
央
委
員
）
、
鬼
釜
茂
（
神
奈
川
第
二
支
部
）
、
野
溝
勝
（
信
州
交
通
労
働
組
合
）
、
小
山
寿
夫

（
党
中
央
委
員
）
、
小
池
四
郎
（
党
出
版
部
長
）
、
吉
川
末
次
郎
（
京
都
第
一
支
部
長
）
、
古
野
周
蔵
（
大
阪
此
花
区
支
部
長
）
、
赤
松
克
麿
（
党
宣
伝
部
長
）
、

為
藤
五
郎
（
党
中
央
委
員
）
、
片
山
哲
（
書
記
長
）
、
鈴
木
文
治
（
中
央
執
行
委
員
）
が
交
々
立
つ
て
、
国
民
生
活
に
立
脚
す
る
民
衆
政
治
確
立
の
必
要

を
力
説
し
た
。
こ
の
国
民
大
会
の
弁
士
は
、
さ
き
に
行
わ
れ
た
芝
協
調
会
館
に
お
け
る
大
演
説
会
の
時
の
弁
士
に
比
較
し
て
、
党
中
央
役
員
だ
け

に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
ず
、
労
組
代
表
、
支
部
代
表
も
含
ま
れ
て
い
る
幅
の
広
い
も
の
で
あ
つ
た
。
つ
い
で
宣
言
案
（
片
山
哲
朗
読
）
、
決
議
案
（
小

山
寿
夫
朗
読
）
が
提
案
さ
れ
、
満
場
一
致
可
決
さ
れ
た
。
宣
言
に
は
、
既
成
政
党
三
派
の
妥
協
は
「
彼
等
が
全
く
同
一
特
権
階
級
間
の
朋
党
の
正

体
を
暴
露
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
等
が
無
産
政
党
に
対
し
何
時
に
て
も
呼
応
策
動
し
て
共
同
の
戦
線
に
立
ち
得
る
素
地
を
作
つ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

で
あ
る
事
を
示
す
」
も
の
で
あ
る
と
決
め
つ
け
て
い
た
。
決
議
は
貴
衆
両
院
に
対
す
る
第
一
決
議
と
東
京
市
会
に
対
す
る
第
二
決
議
の
二
種
類
が

な
さ
れ
た
。
第
一
決
議
に
は
普
選
に
よ
る
新
衆
議
院
の
成
立
を
期
す
と
し
て
あ
つ
た
。
両
決
議
は
松
岡
駒
吉
、
片
山
哲
、
松
永
義
雄
、
小
山
寿

夫
、
赤
松
克
麿
の
五
実
行
委
員
が
二
月
十
四
日
に
貴
衆
両
院
議
長
と
東
京
市
会
議
長
に
手
交
す
る
こ
と
を
決
め
、
十
四
日
た
し
か
に
手
交
さ
れ

た
。
民
衆
大
会
は
決
議
採
択
の
あ
と
、
安
部
磯
雄
が
立
ち
、
金
権
政
治
を
痛
撃
し
て
終
幕
へ
と
近
づ
い
て
い
つ
た
。
最
後
に
司
会
者
松
岡
が
閉
会

を
宣
し
、
社
会
民
衆
党
と
民
衆
大
会
の
万
歳
を
三
唱
し
て
幕
を
閉
じ
た
．

　
東
京
で
民
衆
大
会
を
開
催
し
た
日
、
社
会
民
衆
党
北
海
道
第
一
支
部
準
備
会
も
小
樽
市
に
お
い
て
堕
落
議
会
弾
劾
の
大
会
を
開
催
し
て
い
た
．

　
　
　
社
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民
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第
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年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
（
一
ニ
ニ
ニ
）
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（
一
二
一
四
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ま
た
そ
れ
よ
り
早
く
、
二
月
二
日
に
は
社
会
民
衆
党
関
西
本
部
は
午
後
六
時
よ
り
大
阪
市
天
王
寺
公
会
堂
に
お
い
て
欺
隔
政
治
の
撃
破
を
高
唱
し

て
大
演
説
会
を
開
催
し
た
。
こ
の
大
演
説
会
に
は
二
千
の
聴
衆
が
集
り
盛
会
で
あ
つ
た
が
、
会
は
途
中
か
ら
民
衆
大
会
に
移
る
べ
し
と
い
う
動
議

が
起
り
、
民
衆
大
会
に
切
り
か
え
ら
れ
た
。
こ
の
大
会
で
は
三
箇
条
か
ら
な
る
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
そ
れ
は
東
京
に
お
け
る
決
議
よ
り
簡
潔
で

あ
る
が
、
主
張
は
鋭
い
も
の
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
．
「
吾
等
は
民
衆
の
意
思
を
代
表
せ
ざ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
議
会
を
信
任
せ
ず
」
と
あ
り
．
「
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
垢
）

は
議
会
を
解
散
し
、
即
時
普
選
を
断
行
す
べ
し
」
と
あ
り
、
ま
た
「
既
成
政
党
の
潰
滅
を
期
す
」
と
あ
つ
た
。
こ
の
中
で
も
と
り
わ
け
「
ブ
ル
ジ

ョ
ア
議
会
を
信
任
せ
ず
」
と
い
う
文
字
は
、
東
京
の
大
演
説
会
や
民
衆
大
会
の
決
議
の
中
で
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
強
い
表
現
で
あ
つ
た
。
こ
の

よ
う
な
強
い
主
張
が
な
ぜ
出
て
き
た
の
か
と
い
う
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
関
西
の
民
衆
大
会
に
は
党
の
幹
部
が
出
席
し
て
い
な
か
つ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
党
幹
部
は
、
一
つ
の
表
現
、
一
行
の
字
句
が
党
の
運
命
を
決
定
す
る
重
要
な
岐
路
に
な
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い

る
か
ら
発
言
・
表
現
に
慎
重
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
指
導
者
や
一
般
党
員
は
、
自
己
の
発
言
と
党
の
運
命
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
配
慮
は
、

党
幹
部
よ
り
は
薄
い
場
合
が
多
い
。
ま
た
そ
れ
だ
け
に
、
地
方
指
導
者
や
下
部
党
員
の
発
言
に
は
、
配
慮
に
よ
つ
て
歪
曲
さ
れ
な
い
素
直
な
感
情

が
あ
る
。
党
幹
部
が
居
並
ぶ
東
京
の
民
衆
大
会
で
の
決
議
は
「
我
等
は
腐
敗
、
陰
謀
、
堕
落
、
終
に
救
う
可
か
ら
ざ
る
現
貴
衆
両
院
を
弾
劾
し
」

と
い
つ
た
と
こ
ろ
を
．
関
西
民
衆
大
会
は
端
的
に
、
吾
等
は
「
現
ブ
ル
ジ
望
ア
議
会
を
信
用
せ
ず
」
と
い
っ
て
の
け
た
。
「
現
ブ
ル
ジ
ョ
ア
議
会

を
信
用
せ
ず
」
と
い
う
の
は
、
民
衆
の
堕
落
し
た
議
会
に
対
す
る
、
や
る
せ
な
い
感
情
の
的
確
な
表
現
か
も
し
れ
な
い
が
、
議
会
制
民
主
主
義
を

と
な
え
て
き
て
い
る
社
会
民
衆
党
の
正
規
の
主
張
か
ら
い
う
と
や
や
不
穏
当
な
表
現
で
あ
つ
た
。
社
会
民
衆
党
は
現
議
会
に
は
決
し
て
満
足
し
て

い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ
に
腐
敗
、
陰
謀
、
堕
落
の
限
り
を
つ
く
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
民
衆
の
意
思
が
正
し
く
表

現
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
起
る
現
象
で
あ
つ
て
、
も
し
民
衆
の
意
思
が
正
当
に
反
映
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
文
字
通
り
正
し
い
議
会
に
な
る
の
だ
と
い

う
議
会
観
で
あ
る
。
信
任
せ
ず
、
と
い
つ
て
否
定
す
べ
き
も
の
で
な
く
、
議
会
は
い
ま
だ
未
発
達
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
参
加
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
完
全
な
議
会
に
近
づ
く
と
い
う
考
え
が
社
会
民
衆
党
の
も
の
で
あ
つ
た
。
関
西
の
民
衆
大
会
に
現
わ
れ
た
決
議
の
一
行
は
、
や
や
不
穏
当



な
点
も
な
い
で
は
な
か
つ
た
が
、
穏
健
を
も
つ
て
知
ら
れ
る
社
会
民
衆
党
員
も
、

み
じ
く
も
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
（
1
）
　
「
わ
が
党
の
主
張
と
戦
闘
精
神
ー
来
る
べ
ぎ
総
選
挙
に
対
し
て
ー
」
（
社
会
民
衆
新
聞

　
（
2
）
　
白
木
正
之
『
日
本
政
党
史
　
昭
和
編
一
（
中
央
公
論
社
　
昭
和
二
十
四
年
二
月
）
八
ー
九
頁
。

　
（
3
×
4
×
5
）
　
社
会
民
衆
新
聞
　
第
十
七
号
　
昭
和
二
年
二
月
五
日
。

　
（
6
）
　
こ
の
時
の
弁
士
と
演
題
は
左
の
通
り
で
あ
つ
た
（
社
会
民
衆
新
聞
　
右
同
）
。

　　　　　　　　　　　て　　　　　　　　　「　　　　　　　　て　　　　　　て　　　　　一　　　て　｝て

（
7
）
　
前
掲
白
木
正
之

（
8
）
　
「
就
中
、

無
産
階
級
の
任
務
」

資
本
家
政
党
の
無
能

利
権
政
治
と
労
働
階
級

不
信
任
案
撤
回
の
理
由
を
公
表
せ
よ

資
本
専
制
の
暗
黒
政
治

魔
術
の
政
治

勤
労
階
級
と
無
産
階
級

三
党
首
の
妥
協
と
現
下
の
政
局

貴
族
政
治
と
民
衆
政
治

　
　
　
『
日
本
政
党
史
　
昭
和
編
』

　
　
　
前
掲
　
社
会
民
衆
新
聞

　
　
　
　
　
中
央
委
員

　
　
　
　
官
業
総
同
盟

　
　
　
　
　
事
業
部
長

　
　
　
　
　
宣
伝
部
長

　
　
　
　
　
中
央
委
員

　
　
　
　
　
　
書
記
長

　
　
　
中
央
執
行
委
員

　
　
中
央
委
員
会
議
長

一
〇
頁
。

安鈴片為赤小渡松
部木山藤松松辺永

「
堕
落
議
会
」
に
は
つ
い
に
我
慢
が
で
き
な
か
つ
た
状
況
が
い

第
十
六
号
　
昭
和
二
年
一
月
二
十
日
）

　
　
　
　
　
　
政
友
会
に
一
時
引
き
づ
ら
れ
な
が
ら
貴
族
の
陰
謀
に
危
く
救
わ
れ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
云
々
」
（
「
政
治
的
暗
黒
を
打
破
せ
よ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
号
）
。

　
　
右
同
紙
記
事
中
に
「
三
党
と
上
院
の
結
托
を
痛
撃
」
し
た
と
あ
る
。

　
　
安
部
磯
雄
の
演
題
は
「
貴
族
政
治
と
民
衆
政
治
」
で
あ
つ
た
。

　
　
社
会
民
衆
新
聞
　
第
十
七
号
。

　
　
社
会
民
衆
新
聞
　
第
十
八
号
　
昭
和
二
年
二
月
二
十
日
。

　
　
宣
言
の
全
文
を
以
下
掲
げ
る
（
社
会
民
衆
新
聞
　
第
十
八
号
　
昭
和
二
年
二
月
二
十
日
）
．

　
我
等
は
襲
に
我
国
民
の
大
多
数
を
占
む
る
勤
労
無
産
階
級
を
代
表
し
て
、
生
存
権
確
立
の
大
痂
を
陣
頭
に
進
む
る
の
日
、
天
下
に
宣
言
し
て
、
先
づ
既
成
政
党
の
仮
面
を
剥
ぎ
其

　
果
然
我
等
の
予
言
は
的
中
し
た
五
十
二
議
会
に
於
け
る
既
成
政
党
三
派
の
妥
協
は
襲
に
我
等
が
天
下
に
声
明
し
た
、
彼
等
の
正
体
を
遺
憾
な
く
暴
露
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
等
が

　
　
社
会
民
衆
党
の
第
一
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
（
一
二
一
五
）

　
の
打
破
を
誓
つ
た
。

（
9
）

（
1
0
）

（
n
）

（
12
）

（
1
3
）

義
雄

善
寿

寿
夫

克
麿

五
郎

　
哲

文
治

磯
雄

ホ
ッ
ト
F
息
つ
い
た
床
次
君
と
其
の
一
党
の
如
き
、



　
　
社
会
民
衆
党
の
第
一
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　

（
コ
ニ
六
）

　
国
民
を
売
り
、
民
衆
を
欺
き
暗
中
に
握
手
提
携
し
た
る
根
本
的
原
因
は
、
普
通
選
挙
に
直
面
し
て
無
産
階
級
の
政
治
的
自
覚
に
対
し
共
通
の
恐
怖
に
襲
わ
れ
、
其
戦
闘
準
備
を
完
成

　
す
る
為
め
に
解
散
を
回
避
し
た
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
　
こ
の
事
実
は
彼
等
が
全
く
同
一
特
権
階
級
問
の
朋
党
の
正
体
を
暴
露
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
等
が
無
産
政
党
に
対
し
何
時
に
て
も
呼
応
策
動
し
て
共
同
の
戦
線
に
立
ち

　
得
る
素
地
を
作
つ
た
も
の
で
あ
る
事
を
示
す
。

　
　
我
等
は
既
成
政
党
の
此
挑
戦
に
対
し
新
興
無
産
階
級
の
強
力
な
る
支
持
を
得
て
、
必
ず
彼
等
を
撃
滅
し
公
明
な
る
民
衆
政
治
を
確
立
せ
む
事
を
期
す
。

　
　
　
昭
和
二
年
二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
民
衆
党
主
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
　
衆
　
大
　
会

（
1
4
）
二
種
類
の
決
議
は
左
の
通
り
で
あ
つ
た
（
右
同
）
．

　
　
　
決
　
　
議

　
　
　
　
　
　
（
第
一
）

　
　
我
等
は
腐
敗
、
陰
謀
、
堕
落
、
終
に
救
ふ
可
か
ら
ざ
る
現
貴
衆
両
院
を
弾
劾
し
、
速
に
解
散
を
断
行
し
て
、
真
に
民
意
を
代
表
す
る
新
衆
議
院
の
成
立
と
貴
族
院
盲
動
を
絶
滅
を

　
期
す
。

　
　
　
　
　
　
（
第
二
）

　
　
我
等
は
東
京
市
会
が
特
許
会
社
と
結
托
し
市
民
の
生
活
を
無
視
し
て
、
そ
の
膏
血
を
搾
り
、
少
数
資
本
家
の
利
益
を
計
ら
む
と
す
る
陰
謀
を
排
撃
し
市
会
議
員
の
即
時
辞
職
を
勧

　
告
す
。

　
　
　
昭
和
二
年
二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
民
衆
党
主
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
　
衆
　
大
　
会

（
1
5
）
　
右
同
。

（
1
6
）
　
こ
の
大
会
で
演
説
を
し
た
主
た
る
メ
ソ
バ
ー
を
見
る
と
関
西
本
部
常
任
委
員
中
井
弥
六
、
此
花
区
支
部
長
古
野
周
蔵
、
西
淀
川
支
部
長
河
井
栄
蔵
、
大
阪
第
一
支
部
長
田
萬
清

　
臣
、
兵
庫
第
二
支
部
長
佐
々
木
健
助
ら
で
あ
り
、
あ
と
は
一
般
党
員
で
あ
つ
た
（
右
同
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
労
働
組
合
法
案
修
正
の
要
求

若
槻
内
閣
は
そ
の
末
期
の
昭
和
二
年
三
月
一
日
に
労
働
組
合
法
案
を
衆
議
院
に
上
提
し
た
。
そ
れ
は
前
年
に
議
会
に
提
出
し
、
審
議
未
了
で
不



成
立
に
終
つ
た
法
案
と
同
じ
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
法
案
は
、
労
働
組
合
の
健
全
な
る
発
達
を
計
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
の
取
締
り
に
急
で
あ

る
立
法
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
と
つ
た
社
会
民
衆
党
は
、
二
月
十
七
目
の
中
央
執
行
委
員
会
で
修
正
を
要
求
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
修
正
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

次
の
七
点
に
わ
た
つ
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
一
、
組
合
連
合
体
を
法
認
す
る
こ
と

　
二
、
組
合
員
制
限
を
撤
廃
し
、
合
同
組
合
を
認
め
る
こ
と

　
三
、
法
人
規
定
の
全
部
を
削
除
す
る
こ
と

　
四
、
労
働
組
合
は
一
切
の
賠
償
責
任
を
負
わ
ざ
る
こ
と

　
五
．
軍
人
軍
属
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と

　
六
、
裁
判
に
よ
る
に
非
ざ
れ
ば
会
議
の
取
消
、
規
定
の
変
更
、
解
散
そ
の
他
一
切
の
処
分
を
な
し
得
ざ
る
こ
と

　
七
、
本
法
の
労
働
者
は
頭
脳
労
働
者
を
も
包
含
す
る
こ
と

　
七
項
目
か
ら
な
る
修
正
案
が
決
定
さ
れ
た
理
由
に
つ
き
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
間
題
に
関
し
て
は
社
会
民
衆
党
の
中
央
委
員
松

永
義
雄
が
、
当
時
、
党
機
関
紙
上
で
見
解
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
の
が
も
つ
と
も
同
党
の
見
解
を
正
し
く
伝
え
る
こ
と
に
な
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
。
こ
の
方
法
に
よ
り
、
同
党
の
労
働
組
合
法
案
批
判
を
以
下
叙
述
す
る
。

　
ま
ず
一
と
二
に
つ
き
松
永
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
「
労
働
組
合
の
組
織
の
如
き
も
固
よ
り
労
働
組
合
の
団
結
的
威
力
を
弱
め
ん

と
す
る
も
の
で
、
組
合
員
を
同
一
又
は
類
似
の
職
業
又
は
産
業
の
労
働
者
を
以
て
組
織
せ
ら
れ
る
合
同
組
合
を
否
定
し
、
其
上
に
も
尚
組
合
の
連

合
を
排
斥
し
て
、
今
日
の
労
働
組
合
の
現
状
を
無
視
し
、
只
法
の
形
式
的
力
を
以
て
自
然
に
発
達
し
行
く
労
働
組
合
を
極
め
て
狭
い
鋳
型
に
当
嵌

め
、
益
々
資
本
を
集
積
し
て
、
其
横
暴
を
逞
し
う
し
つ
N
あ
る
資
本
家
及
企
業
家
の
放
恣
の
前
に
憎
伏
せ
し
む
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
」
と

い
う
。
合
同
組
合
の
不
許
可
は
、
小
企
業
に
働
く
労
働
者
の
組
織
化
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
労
働
者
の
団
結
力
を
規
制
で
き
る
。
ま

　
　
　
社
会
民
衆
党
の
第
一
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
（
二
＝
七
）



　
　
　
社
会
民
衆
党
の
第
一
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
（
一
二
嫡
八
）

た
、
組
合
の
連
合
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
各
組
合
を
孤
立
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
労
働
者
が
連
合
し
て
強
大
な
組
織
を
作
る
こ
と

を
妨
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
労
働
組
合
を
保
護
し
、
そ
の
発
達
を
政
府
が
考
え
る
な
ら
ば
、
合
同
労
組
を
承
認
し
、
組
合
の
連
合
体
を
法

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
政
府
は
逆
の
方
法
を
と
ろ
う
と
し
て
い
た
。

　
三
の
法
人
規
定
を
全
部
削
除
す
る
こ
と
に
関
し
、
松
永
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
法
案
は
、
労
働
組
合
を
法
人
と
し
、
こ
れ
に
依
つ
て
民
法

の
法
人
の
規
定
を
准
用
し
、
登
記
、
公
告
、
理
事
の
責
任
の
規
定
を
羅
列
し
、
労
働
組
合
の
自
治
的
活
動
を
阻
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と

い
う
。
「
従
つ
て
労
働
組
合
に
対
し
法
人
格
に
よ
り
て
責
任
を
負
わ
し
む
る
便
宜
を
得
て
、
組
合
の
貧
弱
な
る
財
産
に
致
命
的
打
撃
を
加
え
て
、

組
合
圧
迫
の
一
方
策
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
労
働
組
合
を
法
人
た
ら
し
む
る
本
来
の
魂
胆
で
あ
つ
て
組
合
の
理
事
其
他
の
代
理
人
が
其
職
務
を
行

う
に
つ
き
他
人
に
生
ぜ
し
め
た
る
損
害
を
賠
償
す
る
の
責
任
を
組
合
に
負
わ
し
め
て
居
る
」
こ
と
に
な
る
。

　
四
の
労
働
組
合
は
一
切
の
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
労
働
組
合
の
法
人
化
も
ま
た
法
人
規
定
も
全
部
削
除
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
理
事
そ
の
他
の
代
理
人
自
身
に
は
不
法
行
為
に
よ
る
責
任
を
負
わ
し
め
て
も
、
こ
れ
ら
の
代
理
人
の
行
為
が
労
働
組

合
の
た
め
に
な
さ
れ
た
と
き
、
こ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
害
は
一
切
組
合
ま
た
は
組
合
員
に
負
担
せ
し
め
な
い
こ
と
に
し
な
く
て
は
組
合
の
確
実

な
る
発
達
は
期
待
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
六
の
裁
判
に
よ
ら
ざ
れ
ば
一
切
の
処
分
を
為
し
得
ざ
る
こ
と
と
い
5
の
は
、
法
案
の
第
十
七
条
及
第
十
八
条
に
お
い
て
、
法
令
に
違
反
し
、
ま

た
は
公
益
を
害
す
る
と
き
は
行
政
官
庁
は
こ
れ
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
安
寧
秩
序
を
素
し
公
益
を
害
す

る
時
は
主
務
大
臣
が
労
働
組
合
の
解
散
を
命
ず
る
こ
と
を
得
と
い
う
規
定
へ
の
批
判
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
公
益
」
と
か
「
安
寧
秩
序
」
と
い

う
言
葉
の
意
味
は
漠
然
と
し
て
お
り
、
い
か
よ
う
に
も
解
釈
可
能
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
一
片
の
行
政
処
分
を
さ
れ
る
の
で
な
く
、
裁
判
に

よ
ら
な
く
て
は
一
切
の
処
分
は
な
い
こ
と
を
明
記
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
七
の
頭
脳
労
働
者
も
労
働
者
に
含
む
と
い
う
修
正
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
説
明
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
六
項
目
に
わ
た
る
修
正
は
今
日



で
は
問
題
な
く
解
決
し
て
い
る
が
、
第
五
項
目
の
軍
人
軍
属
に
対
し
て
労
働
組
合
の
組
合
員
た
る
の
資
格
を
勅
令
を
以
て
奪
取
し
よ
う
と
い
う
法

案
の
規
定
を
削
除
し
よ
う
と
い
う
修
正
案
は
今
日
で
も
実
現
で
き
て
い
な
い
。

　
既
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
法
案
は
大
正
十
五
年
二
月
九
日
、
第
五
十
一
議
会
に
一
度
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
若
槻
首
相
は
提
案
趣
旨
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
労
働
間
題
解
決
の
た
め
に
は
一
面
に
お
い
て
工
場
法
、
健
康
保
険
法
の
よ
う
な
労
働
者
保
護

の
立
法
を
す
る
と
共
に
、
他
方
労
働
者
が
自
助
的
手
段
に
ょ
つ
て
、
そ
の
経
済
的
地
位
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
労
働
組

合
は
労
働
者
が
そ
の
地
位
を
改
善
す
る
目
的
を
も
つ
て
組
織
す
る
も
の
で
あ
る
が
従
来
わ
が
国
で
は
こ
れ
に
対
す
る
法
制
は
な
ん
ら
設
け
ら
れ

ず
、
放
任
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
時
組
合
の
発
達
が
著
し
く
増
加
し
昨
年
（
大
正
＋
四
年
）
六
月
末
に
は
組
合
数
五
百
、
そ
の
組
合
員

二
十
三
万
余
人
に
上
り
、
産
業
的
に
も
社
会
的
に
も
、
組
合
の
地
位
は
頗
る
重
要
と
な
つ
て
き
た
。
こ
の
情
勢
に
照
し
て
見
る
と
、
今
日
労
働
組

合
に
関
す
る
法
律
を
制
定
し
て
、
法
律
上
労
働
者
の
団
結
を
公
認
す
る
と
共
に
、
労
働
組
合
運
動
に
依
る
べ
き
基
準
を
与
え
て
そ
の
運
動
を
し
て

努
め
て
秩
序
的
な
ら
し
む
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
と
認
め
た
の
が
立
案
上
提
の
趣
旨
だ
と
い
う
の
で
あ
つ
た
。

　
若
槻
首
相
の
述
べ
た
よ
う
に
、
労
働
組
合
の
発
達
は
著
し
い
も
の
が
あ
つ
た
。
し
か
し
提
案
さ
れ
た
労
働
組
合
法
案
は
そ
の
内
容
か
ら
い
つ
て

労
働
者
の
立
場
に
立
つ
て
、
そ
れ
の
成
長
を
は
か
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
激
増
す
る
労
働
組
合
に
お
そ
れ
、
拾
頭
す
る
労
働
者
階
級
に

畏
怖
し
て
、
こ
れ
へ
の
「
対
策
」
的
な
も
の
で
あ
つ
た
と
い
う
要
素
が
強
い
。
社
会
民
衆
党
は
、
そ
の
対
策
的
、
取
締
り
的
な
要
素
の
修
正
を
要

求
し
た
．
議
会
外
に
あ
つ
て
言
論
を
通
じ
て
の
要
求
だ
け
で
は
修
正
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
同
党
は
二
月
二
十
四
日
、
麻
布
飯
倉
の
親
隣
館
に
衆

議
院
各
派
の
少
壮
代
議
士
を
招
き
、
茶
話
会
を
開
催
し
て
社
会
民
衆
党
側
か
ら
、
政
府
提
出
の
労
働
組
合
法
案
の
欠
点
の
指
摘
と
修
正
の
必
要
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
説
明
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
出
席
し
た
少
壮
代
議
士
及
び
社
会
民
衆
党
側
の
顔
ぶ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
つ
た
。

　
衆
議
院
各
派
ー
（
憲
政
会
）
杉
浦
武
雄
、
比
佐
昌
平
、
加
藤
鯛
一
、
（
政
友
会
）
山
口
義
一
、
星
島
二
郎
、
（
政
友
本
党
）
岩
切
重
雄
、
花
園
三
四

　
　
郎
、
児
玉
実
良
、
（
新
正
倶
楽
部
）
清
瀬
一
郎
、
田
崎
信
蔵
、
湯
浅
凡
平
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一
三
　
　
（
一
二
一
九
）



　
　
　
社
会
民
衆
党
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一
四
　
　
（
一
二
二
〇
）

　
社
会
民
衆
党
；
片
山
哲
、
松
永
義
雄
、
宮
崎
竜
介
、
小
池
四
郎
、
小
山
寿
夫
、
松
岡
駒
吉
、
三
木
治
郎

　
出
席
し
た
代
議
士
は
修
正
案
の
成
立
に
努
力
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た
が
、
第
五
十
二
議
会
に
お
い
て
も
、
こ
の
法
案
は
審
議
未
了
で
流
産

し
て
し
ま
つ
た
。
労
働
組
合
法
案
が
議
会
に
初
め
て
上
提
さ
れ
た
の
は
大
正
十
年
（
一
九
一
二
年
）
の
第
四
十
四
議
会
に
お
い
て
で
あ
つ
た
。
そ
れ

以
来
、
毎
年
、
法
案
は
提
出
さ
れ
た
が
、
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
年
）
ま
で
「
審
議
未
了
」
は
つ
づ
い
た
。
そ
の
間
約
二
十
年
近
く
の
あ
い
だ

に
、
そ
の
年
数
を
上
回
る
法
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ゼ
ス
チ
ュ
ア
だ
け
で
終
つ
て
し
ま
つ
た
。
さ
き
に
も
述
べ
た
通
り
、
労
働
組
合
法

案
は
、
拾
頭
す
る
労
働
者
へ
の
抑
圧
的
な
面
も
た
し
か
に
あ
る
が
、
も
と
も
と
無
力
な
者
に
対
し
て
は
抑
圧
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
力
の

有
る
者
に
対
す
る
時
、
人
は
な
ん
ら
か
の
妥
協
か
、
譲
歩
の
覚
悟
が
な
く
し
て
、
た
だ
力
だ
け
の
圧
迫
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
政
府
か
ら
労
働
組
合
法
案
が
提
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
政
府
側
の
譲
歩
が
当
然
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
政
府
の
譲
歩
妥
協
に

対
す
る
圧
力
が
、
政
府
の
法
案
成
立
に
対
す
る
意
思
を
上
回
つ
た
時
、
法
案
は
常
に
流
産
す
る
．
戦
前
の
労
働
組
合
法
案
に
関
す
る
限
り
、
大
正

十
年
以
来
、
政
府
の
意
思
は
、
こ
れ
を
押
し
潰
そ
う
と
い
う
外
か
ら
の
圧
力
よ
り
常
に
弱
か
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
昭
和
二
年
の
労
働
組
合
法

案
に
対
し
て
、
無
産
政
党
中
も
つ
と
も
真
剣
に
と
り
組
ん
だ
の
は
社
会
民
衆
党
で
あ
つ
た
。
社
会
民
衆
党
が
、
こ
の
法
案
に
対
し
て
努
力
し
な
く

て
は
な
ら
ぬ
理
由
は
、
当
時
の
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
組
合
勢
力
の
う
ち
、
も
つ
と
も
強
大
な
部
分
が
同
党
を
支
持
し
て
い
た
か
ら
で
あ
つ
た
。

　
（
1
）
前
掲
『
社
会
民
衆
党
五
ケ
年
闘
争
史
』
十
五
頁
及
び
『
社
会
民
衆
新
聞
』
第
十
九
号
（
昭
和
二
年
三
月
六
日
）
。

　
（
2
）
　
松
永
義
雄
「
労
働
組
合
法
案
批
判
」
（
社
会
民
衆
新
聞
　
第
十
九
号
）
。

　
（
3
）
　
『
社
会
民
衆
新
聞
』
第
十
九
号
及
ぴ
前
掲
『
日
本
労
働
年
鑑
』
第
九
巻
三
二
六
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四
．
中
国
革
命
へ
の
対
応

　
社
会
民
衆
党
の
昭
和
二
年
に
お
け
る
国
内
政
治
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
は
な
お
多
く
の
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
点
が
あ
る
が
、

ず
る
と
し
て
、
本
稿
の
最
後
に
、
こ
の
頃
、
中
国
大
陸
で
進
行
し
て
い
た
革
命
に
対
す
る
社
会
民
衆
党
の
反
応
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

後
日
に
ゆ



　
一
九
二
四
年
（
大
正
士
二
年
）
一
月
広
東
に
お
い
て
開
か
れ
た
中
国
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
を
契
機
と
し
て
勃
発
し
た
中
国
の
国
民
革
命

は
次
第
に
発
展
し
、
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
年
）
三
月
に
は
、
抗
州
、
上
海
、
南
京
を
は
じ
め
長
江
以
南
の
各
省
は
革
命
軍
の
支
配
下
に
置
か
れ
る

よ
う
に
な
つ
た
。

　
社
会
民
衆
党
は
夙
に
中
国
国
民
革
命
に
深
甚
な
る
同
情
と
共
鳴
を
寄
せ
て
い
た
。
中
央
執
行
委
員
会
は
支
那
問
題
対
策
委
員
会
を
設
け
調
査
に

あ
た
ら
せ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
中
国
国
民
党
の
領
袖
呉
鉄
城
（
労
働
組
合
運
動
の
指
導
老
、
国
民
革
命
軍
第
十
七
師
長
、
広
東
衛
戊
司
令
官
の
要
職
に
あ
つ

（
1
〉た

）
が
病
気
療
養
の
た
め
来
日
し
た
機
会
に
支
那
対
策
委
員
は
二
月
九
日
に
呉
鉄
城
を
訪
問
し
．
約
二
時
間
に
わ
た
り
意
見
の
交
換
を
し
た
。
三

月
三
日
の
中
央
執
行
委
員
会
で
は
「
我
等
は
わ
が
国
政
府
が
対
支
政
策
に
関
し
飽
く
迄
不
干
渉
主
義
を
固
守
せ
ん
こ
と
を
要
求
す
、
依
つ
て
我
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
政
府
が
支
那
に
出
兵
す
る
こ
と
を
絶
対
に
反
対
す
」
と
い
う
決
議
を
L
た
。

　
中
国
革
命
に
対
し
て
社
会
民
衆
党
が
同
情
と
共
鳴
を
感
じ
た
の
は
、
こ
れ
を
他
国
の
間
題
と
し
て
で
は
な
く
、
我
国
自
身
の
問
題
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。
「
今
日
、
旧
き
支
那
が
亡
ん
で
新
し
き
支
那
が
起
ら
ん
と
す
る
形
勢
は
、
旧
き
日
本
を
打
破
し
て
、
新
し
ぎ
日
本
を
建
設
せ
ん
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

る
我
国
社
会
運
動
に
取
つ
て
極
め
て
重
大
な
る
現
象
で
あ
る
」
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
中
国
革
命
を
我
身
に
照
ら
し
て
見
た
社
会
民
衆
党
は
、
帝
国
主
義
打
破
を
標
榜
す
る
隣
国
の
革
命
を
当
然
だ
と
是
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
わ

が
国
支
配
階
級
が
中
国
に
対
し
て
多
年
に
わ
た
り
侵
略
主
義
を
お
こ
な
つ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
い
ま
な
お
陰
に
陽
に
お
こ
な
い
つ
つ
あ
る
こ
と

に
メ
ス
を
加
え
る
。
「
武
力
を
以
て
支
那
を
侵
略
す
る
時
代
は
過
ぎ
て
真
に
両
国
の
民
衆
が
自
主
的
立
場
に
立
ち
相
依
り
相
助
け
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
両
国
民
衆
の
生
存
権
を
確
保
す
べ
ぎ
時
代
は
来
た
の
で
あ
る
。
我
国
は
一
時
的
不
利
益
は
あ
つ
て
も
将
来
に
於
け
る
永
久
的
利
益
の
た
め
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に
、
支
那
の
反
帝
国
主
義
運
動
を
理
解
し
、
且
つ
支
持
す
る
所
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
い
．
ま
こ
と
に
文
字
通
り
深
甚
の
理
解
を
示
し
て

い
た
。

　
中
国
革
命
に
お
け
る
対
外
的
に
は
帝
国
主
義
の
打
倒
、
国
内
的
に
は
民
衆
を
抑
圧
し
て
い
る
支
配
階
級
の
打
倒
と
い
う
中
国
国
民
党
に
よ
る
路
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線
に
は
共
鳴
し
た
社
会
民
衆
党
も
、
そ
の
革
命
が
「
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
指
導
下
」
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
か
つ

た
。
一
九
二
七
年
三
月
に
は
長
江
以
南
の
各
省
は
革
命
軍
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
情
勢
に
あ
つ
た
が
、
同
じ
こ
ろ
漢
口
、
武
漢
を
占
領
し
た
共
産

系
革
命
軍
は
次
第
に
国
民
党
と
別
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
つ
て
い
た
。
社
会
民
衆
党
は
、
中
国
革
命
の
中
で
独
自
の
相
貌
を
明
確
に
し
て
い
く
中

国
共
産
党
に
対
し
て
は
警
戒
心
を
抱
い
て
い
た
。
社
会
民
衆
党
は
そ
の
立
党
の
過
程
か
ら
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
共
産
党
や
共
産
主
義
に

対
す
る
鋭
い
批
判
的
態
度
で
あ
る
。
社
会
民
衆
党
は
、
中
国
革
命
は
中
国
民
衆
の
自
主
的
立
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
・
シ

ア
を
盟
主
と
す
る
「
世
界
革
命
的
企
業
」
で
あ
る
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
指
導
に
よ
つ
て
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
持
つ
て

い
た
。

　
三
月
二
十
四
日
、
蒋
介
石
の
国
民
革
命
軍
が
南
京
に
入
城
し
た
際
、
日
本
領
事
館
員
が
暴
行
を
受
け
、
海
軍
々
人
は
無
抵
抗
で
武
装
解
除
さ
れ
た

（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
共
産
派
分
子
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
社
会
民
衆
党
は
三
月
三
十
一
日
、
中
央
執
行
委
員
会
で
「
わ
れ
ら
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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貴
国
の
革
命
が
飽
く
ま
で
三
民
主
義
に
立
脚
す
る
国
民
党
の
自
主
的
統
制
の
下
に
達
成
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
切
望
す
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る

こ
と
を
決
議
し
た
。
こ
れ
は
南
京
事
件
に
対
す
る
抗
議
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
国
革
命
は
国
民
党
に
よ
る
三
民
主
義
に
そ
つ
た
も
の
で
あ
る
べ
き

で
あ
つ
て
、
中
国
共
産
党
に
ょ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
願
望
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
に
は
、
も
し
中
国
革
命
の
過

程
で
、
こ
れ
以
上
、
共
産
党
が
進
出
し
て
き
た
ら
、
若
槻
（
首
相
）
、
幣
原
（
喜
重
郎
外
相
）
ラ
イ
ン
に
よ
つ
て
、
中
国
へ
の
干
渉
が
押
え
ら
れ
て
き

た
が
、
そ
の
時
は
そ
の
限
界
を
越
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
も
あ
つ
た
．
日
本
の
中
国
へ
の
干
渉
を
避
け
さ
せ
る
た
め
に
は
、
国
民
党
に
よ
る
革

命
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
社
会
民
衆
党
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
．
こ
こ
か
ら
、
南
京
事
件
は
共
産
派
の
策
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す

る
決
議
文
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
社
会
民
衆
党
は
四
月
二
日
に
、
「
当
然
の
大
勢
」
で
あ
る
国
民
革
命
運
動
の
「
自
主
的
統
制
の
下
に
達
成
」
せ
ら
る
べ
き
を
「
希
望
し
且
つ
支

持
す
る
」
こ
と
、
及
び
南
京
事
件
は
「
共
産
派
の
策
動
に
出
づ
る
も
の
で
」
我
国
が
こ
れ
を
理
由
に
し
て
「
武
力
干
渉
」
を
お
こ
な
う
こ
と
に
は



絶
対
に
反
対
で
あ
る
こ
と
、
「
我
等
は
今
後
三
民
主
義
に
立
脚
す
る
中
国
国
民
党
と
提
携
し
、
全
東
洋
の
無
産
階
級
解
放
運
動
の
た
め
に
健
闘
せ
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ん
」
と
い
う
決
議
文
を
外
務
省
、
陸
海
軍
省
、
既
成
政
党
に
手
交
し
、
同
時
に
同
趣
旨
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
中
国
国
民
党
に
送
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
社
会
民
衆
新
聞
に
は
そ
の
第
二
十
二
号
の
一
面
ト
ッ
プ
に
「
支
那
国
民
革
命
の
進
展
／
三
民
主
義
を
擁
護
し
て
／
国
民
党
活
動
を
開
始
す
／
共

産
党
各
地
に
駆
逐
さ
る
／
わ
が
党
の
期
待
に
呼
応
す
る
／
新
形
勢
の
展
開
」
と
い
う
六
行
か
ら
な
る
大
活
字
の
見
出
し
の
つ
い
た
記
事
が
あ
る
。

つ
づ
い
て
や
は
り
中
国
革
命
に
関
す
る
記
事
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
「
大
衆
の
／
指
導
を
確
立
せ
よ
／
叛
党
分
子
を
一
掃
す
る
／
国
民
党
の
任
務
」

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
「
国
民
革
命
の
／
妨
害
者
を
排
撃
す
／
南
昌
に
於
け
る
／
蒋
介
石
氏
の
演
説
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
で
あ

る
。
こ
の
三
つ
の
記
事
で
第
一
面
の
五
分
の
二
の
ス
ペ
ー
ス
が
占
め
ら
れ
て
い
る
。
記
事
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
革
命
運
動
の
動
向
が
も
ち

ろ
ん
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
調
は
「
共
産
党
各
地
に
駆
逐
さ
る
」
と
い
う
方
向
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
、
「
わ
が
党
の
期
待
に
呼
応
す
る
」

よ
う
に
進
展
し
て
い
る
と
い
う
書
ぎ
方
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
見
出
し
だ
け
か
ら
で
も
わ
か
る
．
中
国
革
命
は
わ
が
国
の
問
題
で
あ
る
と
社
会
民

衆
党
は
い
つ
た
が
、
中
国
革
命
の
進
み
方
は
わ
が
党
の
進
み
方
と
一
致
し
な
く
て
は
落
着
か
な
か
つ
た
．
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
、
社
会
民
衆
党
の

立
党
の
精
神
か
ら
も
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ま
た
共
産
主
義
的
な
方
法
に
お
い
て
で
は
な
く
、
「
わ
が
党
」
の
方
針
に
お
い
て
革
命
が
成
功

す
る
こ
と
は
、
社
会
民
衆
党
の
国
内
に
お
け
る
今
後
の
消
長
に
直
接
影
響
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
つ
た
。

　
若
槻
内
閣
が
総
辞
職
し
た
。
先
述
し
た
通
り
こ
の
内
閣
は
一
貫
し
て
中
国
へ
の
不
干
渉
を
基
本
方
針
と
し
て
き
た
。
そ
の
内
閣
が
倒
れ
て
、
政

友
会
の
田
中
義
一
総
裁
が
政
権
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
つ
た
が
（
四
月
二
十
日
）
、
社
会
民
衆
党
は
政
友
会
の
持
つ
権
道
的
政
治
に
警
告
を
発
す
る

声
明
を
発
表
し
た
。
そ
の
声
明
の
中
に
は
、
政
友
会
は
こ
と
に
「
対
支
政
策
に
関
し
て
は
支
那
国
民
の
希
求
に
反
し
て
北
方
軍
閥
と
の
提
携
に
汲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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々
と
し
政
策
上
今
日
の
行
ぎ
詰
り
を
生
じ
た
る
責
任
者
で
あ
る
」
と
糾
弾
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
政
党
が
政
権
に
つ
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
中

国
へ
の
干
渉
の
条
件
が
と
と
の
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
南
京
事
件
に
つ
い
で
漢
口
で
も
、
わ
が
国
の
水
兵
が
暴
行
を
う
け
た
事
件
が
あ
つ
た

が
、
こ
こ
で
も
若
槻
内
閣
は
不
干
渉
政
策
を
つ
づ
け
た
。
こ
の
対
華
不
干
渉
政
策
は
無
産
政
党
や
労
働
組
合
に
と
つ
て
は
好
評
で
あ
つ
た
が
、
一
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般
に
は
柔
弱
外
交
と
い
わ
れ
非
難
さ
れ
た
。
こ
と
に
枢
密
院
に
お
け
る
評
判
は
悪
く
、
若
槻
内
閣
の
崩
壊
は
対
華
外
交
政
策
も
重
要
な
一
つ
の
要

素
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
つ
て
生
ま
れ
た
田
中
内
閣
で
あ
り
、
政
友
会
の
伝
統
的
な
性
格
も
あ
つ
て
、
中
国
へ
の
干
渉
が
社
会
民
衆

党
に
よ
つ
て
察
知
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
か
つ
た
。

　
は
た
せ
る
か
な
五
月
二
十
八
日
、
田
中
内
閣
は
二
千
の
兵
を
山
東
に
出
兵
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
社
会
民
衆
党
は
、
田
中
内
閣
の
山
東
出
兵

を
直
ち
に
批
判
し
た
。
そ
こ
に
は
、
中
国
共
産
党
内
に
お
い
て
盲
動
を
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
内
部
的
抗
争
の
余
沫
が
飛
ん
で
南
京
事
件
の
ご

と
き
不
祥
事
を
誘
発
し
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
る
と
あ
つ
た
。
こ
こ
に
も
共
産
党
の
盲
動
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
陰
に
国
民
党
に
は

罪
が
な
い
の
だ
と
い
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
政
府
の
責
任
あ
る
当
局
は
、
日
本
人
の
生
命
財
産
を
保
全
す
る
こ
と
に

お
い
て
万
遺
憾
な
き
措
置
を
と
る
こ
と
を
そ
の
都
度
声
明
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
は
そ
れ
を
信
頼
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
山
東
出
兵
の
挙
に
出
た
こ
と
は
必
ず
や
中
国
民
衆
の
怒
り
を
買
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
排
日
運
動
と
な
り
排
貨
運
動
と
な
る
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だ
ろ
う
、
と
い
う
批
判
で
あ
つ
た
。

　
中
国
革
命
支
援
の
心
情
は
、
社
会
民
衆
党
だ
け
に
限
ら
ず
、
労
働
農
民
党
に
も
日
本
労
農
党
に
も
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
の
無
産
政
党
は
、
中
国
革

命
を
日
本
の
問
題
と
し
て
考
え
る
と
い
う
点
で
は
社
会
民
衆
党
と
同
じ
で
あ
つ
た
。
中
国
へ
の
不
干
渉
を
訴
え
る
こ
と
も
三
党
共
通
で
あ
つ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
民
衆
党
は
中
国
革
命
の
中
の
共
産
党
の
動
き
に
敏
感
で
あ
つ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
他
の
無
産
政
党
と
異
り
、
そ
こ
に

社
会
民
衆
党
の
本
質
が
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。
と
も
あ
れ
、
社
会
民
衆
党
を
含
む
無
産
政
党
の
中
国
へ
の
不
干
渉
の
呼
び
か
け
は
実
ら
な
か

つ
た
。
無
産
政
党
の
声
は
す
る
が
、
ま
だ
国
会
に
も
地
方
議
会
に
も
無
産
政
党
の
実
態
は
登
場
し
て
い
な
か
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
無
産
政
党
で

は
、
三
党
首
会
談
の
裏
面
を
衝
き
、
労
働
者
の
た
め
の
法
案
修
正
を
迫
り
、
隣
国
と
の
対
等
の
外
交
と
い
う
正
論
を
と
な
え
て
も
、
政
治
を
変
更

す
る
力
は
ま
だ
な
い
．
無
産
政
党
は
、
ま
ず
地
方
選
挙
で
一
歩
で
も
前
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
．
四
ヵ
月
後
に
そ
の
地
方
選
挙
が
迫
つ
て

い
た
。



（
1
㌔
　
前
掲
『
社
会
民
衆
新
聞
』
第
十
八
号
．

（
2
）
　
右
同
紙
　
第
十
九
号
。

（
3
×
4
）
　
「
支
那
国
民
運
動
の
進
路
1
そ
の
自
主
的
発
展
を
支
持
せ
よ
」

　　　　　　ハ　　ハ　　ハ　　ハ　　　

111098765
岩
波
書
店
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
（
一
九
六
八
年
十
一
月
）

前
掲
白
木
『
目
本
政
党
史
　
昭
和
編
』
一
八
頁
。

前
掲
『
日
本
労
働
年
鑑
』
昭
和
三
年
版
三
二
六
頁
。

前
掲
『
社
会
民
衆
党
五
ケ
年
闘
争
史
』
U
六
ー
七
頁
。

昭
和
二
年
四
月
二
十
日
。

『
社
会
民
衆
新
聞
』
第
二
十
三
号
　
昭
和
二
年
五
月
一
日
。

『
社
会
民
衆
新
聞
』
第
二
十
五
号
（
昭
和
二
年
六
月
一
日
）
。

　
　
　
（
社
会
民
衆
新
聞

二
七
〇
i
一
頁
。

第
二
十
号
　
昭
和
二
年
三
月
二
十
日
V
．

社
会
民
衆
党
の
第
一
年

一
九
　

（
一
二
二
五
）


